
都型放課後等デイサービス事業補助金交付要綱 

 

３福保障施第２９４７号 

令和４年３月３１日 

６福祉障施第６１号 

（最終改正）令和６年６月２１日 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、令和４年３月３１日付３福保障施第２９４４号「都型放課後等

デイサービス事業実施要綱」（以下「実施要綱」という。）で定める要件を満たす事

業者が都型放課後等デイサービス事業の実施に要する経費の一部を補助し、もって

サービス向上に取り組む事業者を支援することを目的とする。 

 

（補助対象者） 

第２条 この事業の補助対象者は、実施要綱の要件を満たし、都型放課後等デイサー

ビス事業を実施する事業者とする。 

２ 次のいずれかに該当する事業者に対しては、補助金の一部又は全部を交付しない

ことができる。 

（１）実施要綱第４条に定める実施要件を一部満たさない場合 

（２）実施要綱第１７条の改善指導を文書で受けている場合 

（３）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合

支援法」という。）、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）又はこれらの法律

に基づく命令の規定に違反した場合 

（４）児童福祉法、障害者総合支援法及び社会福祉法の規定に基づき国の行政機関

及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導（文書による指摘

に限る。以下同じ。）について、度重なる指導にもかかわらず、改善しない場合

又は改善の見込みがない場合 

 

（対象経費） 

第３条 この補助金の交付の対象となる経費は、都型放課後等デイサービス事業の実 

施に要する経費とする。 

 

（交付額の算定） 

第４条 この補助金の交付額は、休止中を除き、別表に定める基準額と対象経費の実

支出額とを比較し少ない方を選定し、補助率を乗じた額とする。ただし、算出され

た種目ごとの額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの



とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 この補助金の交付を受けようとする事業者は、都が指定する期日までに別記

第１号様式に関係書類を添付して、知事に提出するものとする。 

   

（変更の交付申請） 

第６条 この補助金の交付申請の内容を変更しようとする事業者は、速やかに補助金

変更交付申請書（別記第２号様式）を提出しなければならない。 

   

（補助金の交付決定） 

第７条 知事は、第５条又は第６条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、

適当と認めた場合は交付の決定を行う。 

２ 前項の規定により交付決定を行った場合は、補助金の交付の決定を受けた者（以

下「交付決定事業者」という。）に通知する。 

３ 交付決定に当たっては、必要な条件を付する。 

  

（補助金の交付申請の取下げ） 

第８条 交付決定事業者が第７条第２項の通知を受けた場合において、当該通知に係

る補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、当該通知

受領後１４日以内に、申請の撤回をすることができる。 

  

（補助金の支払） 

第９条 補助金の支払は、原則として東京都会計事務規則（昭和３９年東京都規則第

８８号）第８３条第１項第４号により概算払とする。ただし、都型放課後等デイサ

ービス事業の開始時期によっては、第１６条による補助金の額の確定後に支払う場

合がある。 

  

（承認事項） 

第１０条 交付決定事業者は次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ知事の承認

を受けなければならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる事項のうち軽微なも

のについては、この限りでない。 

（１）補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

（２）補助事業の内容を変更しようとするとき。 

（３）補助事業等を中止し、または廃止しようとするとき。 

２ 知事は、前項に係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認められ

る場合は、承認し通知する。 

（事情変更による決定の取消し等） 



第１１条 この補助金の交付の決定をした場合において、事情の変更により特別の必

要が生じたときは、知事は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部の取消し又は

その決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事

業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

  

（事故報告） 

第１２条 交付決定事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事

業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により知事に

報告し、その指示を受けなければならない。 

  

（状況報告等） 

第１３条 知事は、補助事業の円滑かつ適正な遂行を図るため、その遂行の状況に関

し交付決定事業者に対し報告を求めることができる。 

  

（遂行命令及び遂行の一時停止命令） 

第１４条 知事は、この要綱の規定による報告、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２２１条第２項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の

内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定事

業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。 

  

（実績報告） 

第１５条 交付決定事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係

る会計年度が終了したときは、別記第３号様式に関係書類を添付して、別に定める

期日までに知事に報告しなければならない。 

  

（補助金の額の確定） 

第１６条 知事は、前条による実績報告を受けた場合において、実績報告の審査及び

必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付の

決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の

額を確定し、交付決定事業者に通知する。 

  

（是正のための措置） 

第１７条 知事は、前条の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付

の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、知事は、事業者

に対し当該補助事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずる

ことがある。 

  

 



（決定の取消し） 

第１８条 知事は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付の内容又はこれに付した条件、その他法令に基づく命令に違反し

たとき。 

（４）交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人

その他の従業者若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至ったとき。 

２ 前項の規定は、第１６条の規定により交付すべき補助金の額の確定した後におい

ても適用があるものとする。 

  

（補助金の返還） 

第１９条 知事は、第１１条又は前条の規定により補助金の交付の決定又は一部を取

り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交

付されているときは、期限を定めて、事業者に対しその返還を命ずるものとする。 

２ 知事は、第１６条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、

既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、事業者に対し

その返還を命ずるものとする。 

３ 本条第１項の規定は、第１６条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後

においても適用する。 

  

（違約加算金の計算） 

第２０条 交付決定事業者は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又

は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領

の日（補助金が２回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられ

た額に相当する補助金は最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられ

た額がその受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次

遡り、それぞれ受領の日において受領したものとする。）から納付の日までの日数

に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間について

は、既納付額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合（年当たりの割

合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とする。）で計算した

違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

  

（延滞金の計算） 

第２１条 交付決定事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付

期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、

その未納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未



満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

  

（他の補助金等の一時停止等） 

第２２条 交付決定事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、

違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、他に同種の

事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、知事は、相当の限度にお

いてその交付を一時停止し又は当該補助金等と未納付額を相殺するものとする。 

  

（財産処分の制限） 

第２３条 補助事業により取得し、又は効用が増加した価格が５０万円以上の機械及

び器具については、平成２０年厚生労働省告示第３８４号に定める期間を経過する

まで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

２ 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部又は一部を都に納付させることがある。 

３ 補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、善良な管理者の注

意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

 

（精算書の提出） 

第２４条 交付決定事業者は、交付すべき補助金の額の確定後、別記第４号様式を提

出しなければならない。 

  

（関係書類の保管） 

第２５条 交付決定事業者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らか

にした書類を整備し、これを当該事業完了後５年間保管しておかなければならない。 

  

（違反に伴う補助金の納付等） 

第２６条 交付決定事業者がこの要綱に定める条件に違反した場合には、この補助金

の全部又は一部を都に納付させることがある。 

 

（消費税等に係る税額控除の報告） 

第２７条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補

助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合（仕入控除税

額０円の場合も含む。）は、別記第５号様式により速やかに知事に報告しなければ

ならない。 

なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）

であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）

で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告



内容に基づき報告を行うこととする。 

また、知事に報告があった結果、補助金に係る仕入控除税額があることが確定し

た場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を都に納付させることがある。

  

（その他） 

第２８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、東

京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号）及び東京都補助金等交

付規則の施行について（昭和３７年１２月１１日付３７財主調発第２０号）並びに

別に定めるところによる。 

  

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年６月２日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、令和６年６月２１日から施行する。 

 

  



別表１ 

  

種目 補助基準額 対象経費 補助率 

基本補助(Ⅰ型） 
 月額 

  443,200円 

都型放課後等デイサービス事業実施に要す

る人件費、事務費、事業費 
10分の 10 

基本補助(Ⅱ型） 
 月額 

  395,200円 

基本補助(Ⅲ型） 
 月額 

  347,200円 

基本補助(Ⅳ型） 
月額 

  167,680円 

基本補助(Ⅴ型） 
月額 

  119,680円 

基本補助(Ⅵ型） 
月額 

  71,680円 

福祉サービス第三

者評価 
600,000円 福祉サービス第三者評価受審費用（実費） 10分の 10 

※区市町村を通じて医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業補助を受

領している事業所は除く。 

※基本補助（Ⅰ～Ⅵ型）に加え、福祉サービス第三者評価の費用を補助する 

 

 

 

 

 

 


